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北九州市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の一部を

改正する規則をここに公布する。

平成２９年３月２４日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第１９号

北九州市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細   

則の一部を改正する規則

北九州市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則（平成３

年北九州市規則第１５号）の一部を次のように改正する。

第１４条を第１９条とし、第１３条を第１８条とする。

第１２条の表以外の部分中「この」を「省令及びこの」に、「届書」を「届

出書」に改め、同条の表中

「

第２条、第３条又は第９条の

規定による申請書等

市長。ただし、保健所

長を経由すること。
１部  を

」

「

省令第３４条、第３５条、第

３９条、第４０条から第４２

条まで又は第４４条の規定に

よる申請書等

市長

１部

 に

第２条、第３条又は第９条の

規定による申請書等 

市長。ただし、保健所

長を経由すること。 
１部 

」

改め、同条を第１７条とする。 

第１１条の次に次の５条を加える。 

（指定検査機関の指定）  

第１２条 市長は、法第２１条第１項の規定による指定をしたときは、指定書を交付す

るものとする。  

２ 市長は、法第２１条第１項の規定による指定をしないときは、不指定通知書にその

理由を付して通知するものとする。 

 （指定検査機関の役員の選任等の認可）  

第１３条 市長は、法第２６条第１項の規定による認可をしたときは、認可書を交付す

るものとする。  
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２ 市長は、法第２６条第１項の規定による認可をしないときは、不認可通知書にその

理由を付して通知するものとする。 

 （指定検査機関の業務規程の認可） 

第１４条 市長は、法第２８条第１項の規定による認可をしたときは、認可書を交付す

るものとする。  

２ 市長は、法第２８条第１項の規定による認可をしないときは、不認可通知書にその

理由を付して通知するものとする。 

（指定検査機関の事業計画の認可）  

第１５条 市長は、法第２９条第１項の規定による認可をしたときは、認可書を交付す

るものとする。  

２ 市長は、法第２９条第１項の規定による認可をしないときは、不認可通知書にその

理由を付して通知するものとする。 

 （指定検査機関の業務の休廃止の許可）  

第１６条 市長は、法第３２条第１項の規定による許可をしたときは、許可書を交付す

るものとする。  

２ 市長は、法第３２条第１項の規定による許可をしないときは、不許可通知書にその

理由を付して通知するものとする。 

×××付×則 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 
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北九州市告示第８８号 

 計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項の規定に基づき、北九州市

戸畑区、若松区、八幡東区及び八幡西区における特定計量器検定検査規則（平

成５年通商産業省令第７０号）第３９条第１項第５号に該当する特定計量器の

定期検査を次のとおり実施する。 

  平成２９年３月２４日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

１ 検査期日、検査時間及び検査場所 

検査期日 検査時間 検査場所 

平成２９年５月８日から平

成３０年３月３１日まで 

１０時～１２時 

１３時～１６時 

戸畑区内の特定計量器

の所在の場所 

平成２９年５月２５日から

平成３０年３月３１日まで 

１０時～１２時 

１３時～１６時 

若松区内の特定計量器

の所在の場所 

平成２９年６月２２日から

平成３０年３月３１日まで 

１０時～１２時

１３時～１６時 

八幡東区の特定計量器

の所在の場所 

平成２９年７月１８日から

平成３０年３月３１日まで 

１０時～１２時 

１３時～１６時 

八幡西区内の特定計量

器の所在の場所 

  備考 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第 

１７８号）に規定する休日並びに平成２９年１２月２９日から平成３ 

０年１月３日までの日は、定期検査を行わない。 

２ 検査を行わせる指定定期検査機関の名称 

  特定非営利活動法人 北九州市計量士会 
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北九州市告示第８９号

 北九州市が管理する港湾施設の概要（昭和５８年北九州市告示第７８－１０

号）の一部を次のように改正する。

  平成２９年３月２４日

                    北九州市長 北 橋 健 治

３ 係留施設の岸壁の表の小倉の項中

改める。

６ 荷さばき施設の荷さばき地の表の小倉の項中

改める。

「

を

」

浅野南

岸壁

小倉北

区浅野

二丁目

９０．００

（取付）

２８．００

８．０ －５．５ ２．０

砂津西

部１号

岸壁

小倉北

区浅野

三丁目

１６５．８０ １５．０ －９．０ ３．２

砂津西

部２号

岸壁

小倉北

区浅野

三丁目

３２．００ １５．０ －９．０ ３．２

「

 に

」

浅野南

岸壁

小倉北

区浅野

二丁目

９０．００

（取付）

２８．００

８．０ －５．５ ２．０

「

を

」

浅野南岸壁荷さばき

地

小倉北区浅

野二丁目

４６２．２６ １級

砂津西部１号岸壁荷

さばき地

小倉北区浅

野三丁目

３，８９９．８７ １級

「

に

」

浅野南岸壁荷さばき

地

小倉北区浅

野二丁目

４６２．２６ １級
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８ 保管施設の野積場の表の小倉の項中

改める。

１１ 港湾環境整備施設の緑地の表の小倉の項中

改める。

「

を

」

高浜４号野

積場

小倉北区末広二丁目 ７，８０５．９０ ２級

「

 に

」

高浜４号野

積場

小倉北区末広二丁目 ７，８０５．９０ ２級

砂津野積場 小倉北区浅野三丁目 １，６８２．７６ １級

「

を

」

浅野臨海部防災１号

緑地

小倉北区浅野三丁目 ４，７０４．１０

「

 に

」

砂津緑地 小倉北区浅野三丁目 ４，２１１ . ００

浅野臨海部防災１号

緑地

小倉北区浅野三丁目 ４，７０４．１０
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北九州市告示第９０号

 港湾施設の等級の指定（平成９年北九州市告示第１３４号）の一部を次のよ

うに改正する。

  平成２９年３月２４日

                    北九州市長 北 橋 健 治

表以外の部分中「別表」を「別表第１」に改め、表の荷さばき地の一般ふ頭

の項中「ふ頭」を「埠頭」に改め、同表の荷さばき地の一般ふ頭の１級地の項

中

改め、同表の荷さばき地の重量物ふ頭の項中「ふ頭」を「埠頭」に改め、同表

の野積場の１級地の項中

改める。   

「

を

」

浅野南岸壁荷さばき地 小倉北区浅野三丁目

砂津西部１号岸壁荷さばき地 小倉北区浅野三丁目 舗装部分

に限る。

「

に

」

浅野南岸壁荷さばき地 小倉北区浅野三丁目

「

を

」

片上野積場 門司区片上海岸

「

 に

」

片上野積場 門司区片上海岸

砂津野積場 小倉北区浅野三丁目
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